
第４回善通寺市地域福祉計画策定委員会議事録 

 

日時：令和７年３月７日（金）10:00～ 

場所：善通寺市市役所 4 階 401 会議室 

 

○出席者 

「策定委員」14 名 

（欠席委員 ４名） 

 

「事務局」３名 

 社会福祉課長、同課長補佐、同課職員 

 

「支援事業者」１名 

ジャパンインターナショナル総合研究所四国支社 従業員 

 

○会議次第 

１ あいさつ 

２ 議題 

（１）パブリックコメントの結果報告について 

（２）第４次善通寺市地域福祉計画（案）について 

（３）計画概要版（案）について 

３ その他 

  



○会議経過 

・開会後、委員長より挨拶 

・議題（１）について、事務局が資料に基づき説明し質疑を行った 

・議題（２）及び議題（３）について、事務局及び支援事業者が資料に基づき説明し質疑

を行った 

・その他、事務連絡後に閉会 

 

○主な質疑等、議事の概要 

 

議題（１）パブリックコメントの結果報告について、事務局が資料に基づき概要を説明し

た。 

 

質疑なし 

 

議題（２）第４次善通寺市地域福祉計画（案）及び議題（３）計画概要版（案）について、

事務局及び支援事業者が資料に基づき説明した。 

 

～以下、質疑応答～ 

 

【委 員】 

 福祉計画（案）の６P に公民館の機能強化という具体的な内容を教えていただけますか。 

【事務局】 

 今後、もっと使いやすく、かつ貸館だけではなくもっと開かれたものになるよう今後検討

するものとして記載をしています。 

【委 員】 

 現在の公民館の多くは、老朽化が進んでいるので改築をする際には、市民の意見を聞いて

もらいたいと思います。さらに、学校の統廃合にもからめて検討していただきたいと思って

います。 

【委 員】 

 ご指摘のとおり吉原公民館を除き老朽化が進んでいます。今後、地域コミュニティーと絡

めて検討を進めていきたいと思います。 

【委 員】 

 概要版は、市民に見ていただくものであれば、文章が硬く文字も小さいので、もっと漫画

のようにした方がよいのではないかと思います。 

【事務局】 

 本計画の内容のボリュームが多いので、かなり圧縮したつもりですのでご理解いただき



たいと思いますが、ご意見を踏まえて取り組んでいきたいと思います。 

【委員長】 

 配布される場所はどちらでしょうか。 

【事務局】 

 公共施設や図書館などを想定しています。 

【委員長】 

 イメージ図にある「まるごと相談窓口」というのは、新たに市に窓口を作るということで

しょうか。 

【事務局】 

 社協と連携を進めながら、徐々に窓口機能を強化していきたいと考えたいと思います。 

【委 員】 

イメージ図は、今後もう少し見やすいものになるとよいと感じました。 

【事務局】 

社協が作ってくださったものです。主に社協に委託して行ってもらっている事業を中心

に１ページに盛り込んでいます。全体像をイメージしていただけるように作成しておりま

すが、見づらくなっているのは、先ほどの回答と同様に今後の検討とさせていただきたいと

思います。 

また、まるごと相談窓口につきましては、最終的には、どこに行けばよいかわかりやすく

かつ分野を横断して相談支援体制が構築できるように、機構改革も含めて検討を進めてい

きたいと考えていますので 

【委 員】 

 くらし支援課ができると聞いていますが、どの部局になるのでしょか？ 

【事務局】 

新たに生活産業部ができまして、その中になります。空き家対策など住宅に関する担当課

となります。 

【委員長】 

令和 8 年度から本格実施される重点的支援体制の整備事業については、他市と比べても

先駆的に進められていると感じます。 

【委 員】 

28P の自治会に関するアンケート結果は、アンケートに回答している方の結果でしょう

か。実際の結果と乖離しています。自治会に加入していないことを課題にするようなものに

するべきではないでしょうか。 

【事務局】 

ご意見を踏まえまして、誤解を招く可能性がある部分につきましては、削除する方向で進

めさせていただきたいと思います。 

【委員長】 



確かに、地区名が出てくると気にされる方もいると思いますので、削除していただきたい

と思います。 

【委 員】 

施設の名称など制度改正によって変わる可能性があるものが見受けられますので、検討

してみてはいかがでしょうか。 

【事務局】 

検討させていただきます。 

【委 員】 

権利擁護支援センター（仮称）というものについては、今後作られるものでしょうか。 

【事務局】 

作らないといけないもので、5 年以内の設置に向けて関係機関と協議を進めていくことに

なります。一般的には、権利擁護センターというものです。 

【委員長】 

それでは、他にご意見がないようでしたら、この案で進めていくことと、今回いくつか

ございました文言の修正につきましては、事務局に一任ということでご了承いただけます

でしょうか。ありがとうございました。 

 

３その他について、事務局が今後の検討や修正内容とスケジュールについて説明。 

 

全ての質疑が終了し、10 時 50 分に閉会。 

 

 


